
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

会員の皆さまにおかれましては、益々お元気でご

活躍のこととお慶び申しあげます。 

さて、皆さまご案内のとおり 10 月はシルバー人材

センター事業の普及啓発促進月間です。 

この事業の普及啓発のため、会員の皆さまのご協

力をお願いいたします。 

 

 

 

9月下旬から 10月上旬にシルバー事業の普及啓発、

入会促進と兵庫県シルバー人材センター協会主催の

講習会の予定を記したチラシを全戸配布いたします。 

ポスティング業務で就業される会員の皆さまよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 令和 3（2021）年 4 月から 8 月に当センターに男

性 49 人、女性 25 人の合計 74 人が入会登録いただ

きました。 

入会の経路についてのデータによると、①加古川

市の広報紙を見て 23 人（31.1％）、②シルバー広報

紙・チラシを見て 20 人（27.0％）、③県民だよりを

見て 6 人（8.1％）、④ラジオを聞いて 1 人（1.4％）、

その他 24 人（32.4％）となっています。 

 注目するのは、その他のうち 13 人（男性 5 人、女

性 8 人）（17.6％）が、会員知人を通じて入会されて

いることです。 

 令和 2 年度の入会者の経路においても、185 人の

うち 51 人（27.6％）が、会員知人を通じて入会され

ています。引き続き会員増強の取り組みに会員の皆

様のお力添えをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も、新型コロナウイルス感染症の流行状況が

見極められない状況にあり、昨年と同様にシルバー

ふれあいフェスティバルは中止いたします。 

出店等ご参加の予定をして下さいました皆さまに

は心よりお詫び申しあげますとともに、次の機会に

も是非ご協力くださいますようお願い申しあげます。 

 また、地区・地域親睦会及び親睦バス旅行も今年度

の開催は見送ることといいたします。 

 その他の行事につきましては、感染症の予防対策

が十分に可能か否か判断のうえ、行事毎に開催につ

いて決定いたします。ご協力ください。 

 現在、決定している行事予定は下記のとおりです。 

 

 ①緊急事態宣言発令中自粛の会議、活動、行事等 

  ・入会説明会 

  ・各種委員会活動（レクリエーション大会含む） 

 ・各種教室 

 ・各種クラブ、同好会活動 

  

②今年度自粛の行事等 

 ・地区・地域親睦会 

 ・会員親睦旅行 

 ・シルバーふれあいフェスティバル 

 

  新型コロナウイルス感染症の流行状況により、

各種会議、活動行事等を開催又は再開する場合

は、センターホームページに掲載し、事務局より

関係者に文書又は電話、SMS（ショットメッセー

ジ）で連絡いたします。                               
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会員主導・地域密着型の 

シルバー人材センターを目指して！！ 

公益社団法人 

加古川市シルバー人材センター 

  加古川市加古川町河原 453 番地の 15 

               TEL 079-421-1207 

               FAX 079-421-4141 

HP https://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 

e-mail ｱﾄﾞﾚｽ  kakogawa_s.c@sjc.ne.jp  

  

会員数 1360 人 ●男 958 人 ●女 402 人 （8 月 31 日現在） 

 

10月は、シルバー人材センター事業普及啓発促進月間です！ 

   

httpｓ://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 

シルバー事業ＰＲ用チラシを全戸配布 

今年のふれあいフェスティバル、 

親睦バス旅行、地区・地域親睦会は、 

中止といたします。 

会員増強の取り組みに 

ご協力ください！ 



 

 

            

 

自分の身を守る安全意識 
動 作 に 潜 む 危 険 

 

【 災 害発生の法則 】 と 【ヒヤリ・ハットの法則】 

 

   1         1件 の重大災害の影に  

       29       29件 の軽いケガが発生し、その影に  

      300     300件 の「ヒヤリ・ハット」したことが 

起こっている 

 

ヒヤリ・ハットしたときは注意と反省 

 

使い古された安全の言葉に「安全に妙薬なし」、 

「特効薬なし」があります。 

 

 

《自分でできる安全対策とは》 

   1. ごくあたり前のことをあたり前にする 

   2. 絶対に「横着」はしない 

     以上の 2つがキチンとできれば、災害は大幅に減少し 

ます。 「交通事故」「その他の事故」も同様です。 

 

 

 

 

 令和 3 年 4 月～8 月にセンターへ届け出のあった事故の発生状況は、傷害事故（会員が仕事中又は

就業途上に怪我をした事故）が 1 件（昨年度同期比−4 件）、損害賠償事故（会員が就業中に発注者又

は第三者の身体若しくは財物に損害を与えた事故）が 4 件（昨年度同期比＋2 件）、交通事故が 0 件

（昨年同期比±0 件）発生しています。発生件数は合計で昨年度同時期と比較して‐2 件となってい

ます。今年の特徴は、傷害事故が昨年度より 4 件減少していること、一方で、損害賠償事故が 2 件増

えていることです。特に石跳ね事故が既に 4 件発生しております。 

会員の皆さまにおかれましては、センターの仕事が 10 月から年末にかけて繁忙期を迎えることか

ら、上記の 「自分の身を守る安全意識」 を参考に 「自分の身は自分で守

る。」ことを再認識して、就業時や途上の事故防止に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

安 全 ニ ュ ー ス 

（令和 3 年 9 月号） 

 安全・適正就業推進委員会は、本年より

年に 6 回奇数月に委員会を開催すること

とし、会員の皆さまの事故の防止や健康管

理、適正就業について協議・検討し、様々

な取り組みを行っています。 

 事故を起こした会員を対象に委員会に

ご出席いただき、事故発生時の状況や事故

後の安全対策の取組について聞き取り調

査を行い事故の防止に役立てています。 

 本年度第 2 回の委員会は、午前中に 2 班

に分かれて安全就業パトロールを実施し、

人力除草、機械除草及び植木剪定の現場で

の安全状況について確認しました。 

全体的には、安全意識も高く総じて良好

という結果となりましたが、一部の会員に

作業中のヘルメットの未着用が見られま

した。 

「安全と健康＝自己管理」の意識のも

と、「自分の身は自分で守る」ことにより、 

事故の発生を減らすよう十分にご注意下

さい。 

「ごくあたり前のことをあたり前にする」 ことと 

「絶対に横着はしない」 ことにより事故の防止に努めましょう。 

 



 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

                                    

 

 神野事業所では、昨年 4 月の開設時からめだかを

飼育してまいりました。今年も多くのこどもが生ま

れてすくすくと元気に育っています。 

めだか飼育に興味があり、大切に飼育して頂ける 

会員の方に「今年生まれたこども」を無料で差し上

げたいと思います。             

 

福利厚生委員会掲示板 

日  時  令和３年 10月 27日（水）10：00～12：00 

場  所  日岡山公園グランド（人工芝） 

募集人数  ５２人   参加費 ５００円 

     ※雨天中止、詳細は別紙案内をご覧ください。 

福利厚生委員会掲示板 

♦ご希望の会員の方は、 

１．場所：シルバー人材センター神野事業所 

     （神野町神野 106-1） 

２．日時：10 月 2日（土）10 時～12 時 

３．持参：めだかを入れる容器 

４．お一人につき 5 匹 

  お好きなめだかを選んでいただきます 

５．めだかの種類は 

  ①黒・白・ピンク・青等 

６．めだかの飼育方法の説明書を配布します 

めだかの水槽です 

今年生まれた「めだか」たち 



 

 

 

 

 

 

          配分金支払日（令和３年度分） 

作業した月 支払い月日 

9 月 10月 25日 

10月 11月 25日 

11月 12月 24日 

12月 令和 4 年1月 25日 

令和 4年1月 2月 25日 

2月 3月 25日 

3月 4月 25日 

【 Smile to Smile サービス 】 ☆ 配分金の明細がインターネット上で確認できます。  

インターネット環境のある方やスマートフォンを使用されている方は、是非、ご利用ください。 

詳細はセンターまでお問い合わせください。 

 
※住所・電話番号・配分金の振込先などの変更がありましたら、必ず事務局までお知らせ下さい。 

仕事の情報や重要なお知らせが届かなかったり、配分金の振込みが出来ませんのでご注意下さい。 

今 後 の 主 な 予 定 

月 日 曜 予     定 月 日 曜 予     定 

9 15 水 入会手続日・就業相談日（要予約） 10 25 月 9月分配分金・派遣賃金支払日 

 24 金 8月分配分金・派遣賃金支払日 11 10 水 入会説明会（要予約） 

 24 金 安全・適正就業推進委員会  12 金 総務・地域活動委員会 

 28 火 第４回理事会  17 水 入会手続日・就業相談日（要予約） 

10 2 土 たんぽぽ保育園運動会  19 金 地区委員連絡会議 

 8 金 業務・就業開拓委員会  26 金 安全・適正就業推進委員会 

 9 土 臨時入会説明会（かこむ）（要予約）  30 火 第５回理事会 

 13 水 入会説明会（要予約） 新型コロナウイルス感染症の感染状況等によ

り、予定の行事や会議等を中止又は延期する場合

がございます。 

中止又は延期の情報につきましては、当センタ

ーホームページにてお知らせします。  

 14 木 臨時入会説明会（要予約） 

 15 金 臨時入会説明会（要予約） 

 20 水 入会手続日・就業相談日（要予約） 

 

 

 

 

☆☆☆ お 知 ら せ ☆☆☆ 

☆  配分金の明細書は、平成 30年 5月分から、原則郵

送といたしました。 お手元に届きましたら必ず内容等

確認をお願いいたします。 

 

☆ 配分金支払いの基礎は、会員の皆さまから提出され

る就業報告書です。 

 

☆  就業された場合、作業終了後直ちに（３日以内）事

務所までご提出下さい。なお、事務所隣接道路工事の

ため郵送か FAXをご利用ください。 

 

☆  作業終了後は、作業が終了したことを発注者に告

げて就業時間を確認していただき、署名又は確認印を

必ず受けてください。  

httpｓ://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 


